
（2）「児童福祉行政指導監査の実施  

について」の着眼点について  

（案）  
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※平成20年8月5日全国児童福祉主管課長会議資料から変更なし  

（案）  

「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について   

「児童福祉行政指導監査実施要綱」の別紙1児童福祉行政指導監査事項 2施設指導監  

査事項 （2）児童福祉施設事項 第1．適切な入所者支援の確保1．入所者支援の充  

実 の着眼点については、（1）から（7）それぞれについて、 以下のとおりより具体的  

な内容を示すので、これらの事項を参考にし適正な指導監査の実施を図られたく通知する。  

［児童入所施設］  

（1）「子ども一人一人の権利を尊重し、その意見や訴えをくみ取る仕組みが設けられて  
いるか」について   

ア 子どもや保護者に対しその権利や入所後の支援内容等に関して、入所後及びその  

後定期的に適切な情報提供を行い、説明責任を果たしているか。特に、子どもに対  

してはいわゆる「権利ノート」の活用等により、子どもが自分の状況や支援内容等  

を理解できるよう説明されているか。また、その記録が残されているか。  

イ 個人情報の保護について十分配慮されているか。  

ウ 子ども自身の意に反して行動を制限する等の指導（外出を制限する等）を行う場  

合があることを、入所時に伝えているか。   

ェ 施設の行事や食事等、施設の運営に子どもの意見を反映させるようにしているか。  

また、子どもの意見を取り入れられないときには、子どもにその理由を説明してい  

るか。  

オ 苦情解決のための仕組みを設けて（窓口を設置する等）いるか。   

カ 苦情解決の仕組みを保護者、子どもに説明するとともに、苦情受付窓口に寄せら  

れた内容について適切に対応し、その結果を公表しているか。  

キ 苦情解決に当たって、第三者委員を必要に応じて関与させているか。   

（2）「懲戒に係る権限の濫用及び被措置児童等虐待（身体的虐待、性的虐待、ネグレク  

ト、心理的虐待等）防止に向けての取り組みが行われているか」について   

ア 施設の規程に懲戒に係る権限の濫用の禁止に関する事項が盛り込まれているか。  

イ 施設内虐待及び子ども間のいじめの早期発見、予防するための取り組み方針が明  

文化されているか。また、適切に取り組むための体制の整備がされているほか、取  

り組み状況が記録されているか。  

り 施設内虐待を発見したときに職員が取るべき対応や手続が定められているか。  

ェ 施設内虐待や体罰の禁止、その他子どもの権利擁護に関する研修が実施されてい  

るか。  
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オ 第三者評価を受審し、評価結果に基づいた改善計画が作成され、実施されている   

か。  

（3）「個々の子どもの特牲に応じた支援を行うための専門的知識や援助技術の習得など  

職員の資質向上に努めているか」について   

ア 基幹的職員を配置する等により、職員に対し子どもに対する支援の内容等に関す  

る適切な指導（スーパーバイズ）が行われているか。また、職員の精神的負担を軽  

減するための助言等が行われているか。   

イ 子どもの状況に応じた指導方法の習得等について研修等を実施し、職員の援助技  

術の向上が図られているか。   

ウ 職員への就業規則、諸規程の周知は適切に行われているか。  

■
㌔
†
l
 
、
－
1
 
J
－
一
他
．
1
．
 
 

ー
 
一
‥
－
 
－
†
－
 

ペ
 
く
 
d
 

（4）「施設長が子どもの権利擁護や子どもの指導、職員の管理、危機管理に関して十分  

な見識を有し、適切に指導・監督ができているか」について   

ア 懲戒に係る権限の濫用の禁止と施設内虐待の防止について、 施設長として事件の  

発生を想定して具体的な対応策を定め職員に周知しているか。   

イ 個々の子どもに対する援助について、 その課題、要因、今後の方針及び具体的内  

容について、ケース会議や職員の報告を通し、職員全員が共有していくように指導  

・助言を行っているか。   

ウ 施設における事件・事故の発生について、職員間の情報伝達、報告を速やかに行  

うよう徹底しているか。   

エ 施設における指導や運営の方針について、施設全体が理解できるようにしている  

か。   

オ 職員の勤務状況等の職員の状態を施設長（管理的立場にあるもの）が把握してい  

るか。  

L
 
 

（5）「子どもの生命を守り、安全を確保するために、事件や事故防止、健康管理に関し  

て必要な措置が講じられているか」について   

ア 入所している子ども及び職員への安全教育等、安全確保・事故予防のための組織  

的体制が整備されているか。   

イ 入所している子どもの病気・事故等に対応するための研修や、事件・事故予防の  

ための研修等が行われているか。   

り 事件・事故が起きた際の対応を具体化した危機管理マニュアルは作成されている  

か。   

エ 事故防止のため危険個所点検リストを作成し、定期的に施設内の安全点検を実施  

し、その記録は整備されているか。  
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（6．）「個々の子どもの特性や家庭状況に応じた生活指導、職業指導、家庭復帰又は自立  

支援に向けた適切な指導t援助が行われているか」について   

ア 子どもの個々の年齢や成熟の度合、特性に応じた自立支援計画を作成し、子ども  
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に対し行った支援の内容等を定期的に検証し、必要に応じて自立支援計画を見直し   

ているか。また、その際子ども及び保護者の意向が十分に尊重されているか。  

イ 子ども自身の意に反して行動を制限する等の指導（外出を制限する等）を行わな   

ければならないとき、その適否を合議により判断し、指導の内容・方法・結果を記   

録にしているか。  

ウ 家庭環境の調整、退所後の子どものアフターケアが適切に実施されているか。  

（17）「子どもの指導一援助の際に、必要に応じ児童相談所等関係機関との連携が適切に  

行われているか」について   

ア 子どもの指導・援助にあたって、自立支援計画の見直し等の際に児童相談所との  

連絡・調整が適切に行われているか。   

イ 子どもの指導・援助にあたって、学校、幼稚園、医療機関、子どもを守る地域ネ  

ットワーク（要保護児童対策地域協議会）等との連携が適切に行われているか。  
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Ⅷ．社会保障審議会少子化対策特別部 
の検討の状況について  
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審議会少子化対策特別部会  
第1次報告（案）  

一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－  

（概要）  

○本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、本年3月に検討開始、  をとりまとめ。  

○その後「経済財政改革の基本方針2008」の「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論」等、各方面より様々な指摘。  
O「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ、本部会は9月に検討を再開、制度の具体化に向け、保育を中心に、●回に渡り議論。   

今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。  

1これからの保育制度のあり方について  
出＿三れまでの保育制度が果たしてきた役割  

○ 現在の保育制度は、昭和2睦鎧、女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった当時、特に支援を要する「保育に欠ける」子どもの  

ために見過がつくられた。その後、関係者の尽力により、家庭の状況等に関わらず子どもの健やかな育ちを支援。  

○ 平成9年に、従来の措置制度を二部見直し、市町村が利用者の希望を勘案して入所決定する制度へ。  
しかしながら、待機児童の解消や地域の保育機能の維持など、近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状。  

く2）検言寸に際しての前提  

O「基本的考え方」に基づき、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと、  を踏まえること、人口減少地域  

等を含めた保育機能の維持、選択できるだけの「質」の確保された「量」の保障・財源確保 が不可欠であること等を前提。  3）閻  
⑦保育需要の飛躍的増大  
⊥L共働き世帯の増加…特に支援を要する子どもの措置としての性格から、多くの子育て家庭が広く潮ビスヘ  

未就学児のいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ」との大きなギャップ  大きなさ   

→女性の就業率の高まりに対応し、子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード感ある抜本的拡充が不可欠。  

需要の深化・多様化  

⊥）働き方の多様化…子育て期の女性の相当部分はパ僻規雇用 、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望  

脚星性…核家族化・地域のつながりの希薄化の中、子育ての孤立感・不安感・負担感が増大  
＝）菓剛‥・子育て環境が変化する中、一人ひとりの親と向手合い」成長を支援する必要性   

③棚能の絶持‥・待機児童がいる都市部等の一方、人口減少が進み、地域の保育機能の維持が困難となる地域も。   



の社会環境の変化（検討の背景）（続  3）保育をとりまくi   

拗 役割の深化  

…女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子育て」ができる社会の実現を通じ、塞が国の社会経済や、年金・医療・介護を含む   
迫全壊障制度全体の持続可能性を確保していくという緊急的個家的課題に関わる新たな役割が期鱒される革うl〒0  

の要訣・・・年間1兆円の公費投入がある制度となったことに伴う要請  勤 多鐘の公費投入を受ける制度としての透弓  

所  現行制度は、古町村こ「保育の実施尋務」を課し、市町村の義務履行を通じ、保護者に保育  
ただし、脚が有り、保育所が足りなければ、「その他適切な保護」もあり得る（認可外のあっせんでも可）0  
このように、凰△⊆対する利用保障が弱い上、厳しい財政状況との兼合いから市町村の基盤整備も困難な仕組み0  
＊ 他の社会保障制度（医療・介護■障害）では、認定等でサービスの必要性が客観的に認められれば、例外なく受給権が生じ、保険者又は行政  

が、義務的にサービス利用に伴う費用を支払う仕組み。  

旧認可の裁 阜性lこよる新規参入粒軋  

保育所の認旦獲者である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可されず0  
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、客観的基準を満たした事業者は、原則として給付対象として指定される仕組み0  

細 よる新規参入抑制  

NPOや株式会社は施設整備補助の対象外。また、運営費収入の使途制限により、既存施設による経験を活かした新規開設に制約o  

jY）保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施lこ伴う需要の潜在化  

市町村が保育の必要性の判断と受入保育所決定を一体的に実施。定員より過剰になると、窓口等で需要を潜在化させやすい側面。  

②深化・多様化したニーズヘの対応  

i）保育の必要性の判断基準のあり五  

「保育に欠ける」か否かの判断基準が条例に委ねられており、卿、財政状況との兼合い等で基準を  

叫  

等の十分な利用確保がなされていない。  厳しくせざるを得ない傾向。また、地域により、  

の必要性の判断基準の内容  

椚保育 夜風や短睦凰、基盤量だと認められにくい、風量親族がいると認められない等0  
臓性  

実情を最も良く理解している保護者傾育所の当事者間で、・より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていけるような、より向き合った仕  

等   組みの制度的な保障  



④」監打払保育施設の質の向上  

■ 現在、約1万箇所の認可外保育  数の1／2、利用児童数の約1割）。   設
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一部の補助・助成を除き、制度的な公費投入はない。  
・個人立の小規模施設が多く、面積基準を満たしているのは6割以上、調理室は約半数、保育士比率は約6割という現状。  
・利用者の6害lは、認可保育所と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用しており、すべての子どもに健やかな   

毒皇を重量る環境を保障するため、最低基準の罫」達lこ向けた支援が必要。また、公平性確保のための方策も要検討。  

蛋Lム旦過少地域lこおける保育機能の維持・向上  

・現行制度では、過疎地域等のための「小規模保育所」（認可保育所）の制度があるが、定員20人以上が求められる。また、  
「へき地保育所」（認可外保育施設）であれば10人で足りるものの、財政支援が一定水準にとどまる。一方、人口減少地域では、   
一般に非常に厳しい財政状況を抱えている中、すべての子どもに地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。   

（副 多様な保育サービスについて  

」）休日保育二夜間保育等  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所に占める実施室は休日保育3．8％   
夜間保育旦L旦魁。事実上、休日・夜間は認可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

虹）病児・病後児保鼻  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、 整備が進まず（認可保育所の利用児童約2700人に1箇所、  

1丘地4箇所） 。また、現行の補助制度は、施設類型毎の単一な単価設定で、受入人数規模や実績に対応せず。  
・一方、病児t病後児保育は、利用者数の変動が大きく、運営が安定し難い特質。こうした特質と事業実績の双方に配慮した   
拡充方策が必要。  

（5）朝（※その実現には財源確保が不可欠であることに留意が必要）  
→ 別添   



2 放課後児童クラブについて  

○ 保育と同様に、大きな潜在需要に対応した量の抜本的拡充に向け、場所・人材の確保が大きな課題。  
○ 制度上の位置づけも、市町村の努力義務にとどまっており、利用保障が弱い。  はガイドライン等で対応している。  
○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と運営費用の実態の禾離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○ 質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源確保と併せ人材確保のための処遇改善が必要。  
○ 基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけ（実施責任、利用・給付方式等）、財源面の強化について、さらに検討が必要。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について   

○ 各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまっており、実施状況に大きな地域格差。   
○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平性の観点からも、一定の利用保障が求められる。  

（2）新たな制度体系における方向性   

○ すべての子育て家庭に対し、子育ての孤立感・不安感・負担感の解消に向け、支援を強化する必要性。  
○ 一時預かりの保障強化に向け、制度上の位置づけ（実施責任、利用・給付方式等）・財源面の強化について、さらに検討が必要。  

○ 相談援助やサービス利用調整等を含む子育て支援のコーディネート機能の位置づけ、地域子育て支援拠点事業の量的拡充や機能充実、  
各種事業の担い手の育成等についてさらに検討が必要。討一度上の位置づけ、財源のあり方についてもさらに検討。  

○ 弄り用者のより良い選択、サービスの質の確保・向上等に向け、公的主体による情報公表制度の具体化に向けさらに検討。  
○ 第三者評価制度については、評価機関の質の向上、受審促進の方策等についてさらに検討。  

5 財源・責用負担・新たな制度体系について  
○ 社会保障国民会議最終報告の指摘のとおり、少子化対策は国の社会経済や社会保障全体の持続可能性の根幹に関わるもの。   

新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であるが、必要な負担を次世代に先送りすることはあってはならない。社会全体  

（国■地方・事業主・個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提に、新たな制度体系の全体像を検討する中で、以下の点に   

ついて、引き続き検討。  
・地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論  

事業主負担については、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み  
チたな制．度俵系に求められる．「包抜性∴．休系性」［普遍性⊥［連続性」．の要素の制度設計上の具抜化  

○ 今後、本報告を踏まえ、新たな制度体系のさらなる詳細設計に向け、税制改革の動向も踏まえながら、検討を続けていく。  

ー しニゴこ＝。；－＝＝；＝」＝！＝ニて；［＝ケ＝ニゴ   ：■ J．＿＝；こニニ；一丁く二；ごニ ーニニ「て J ・嚢こご 1L▲  ユ＝し」エ‾－∴‥ユ；iニ 三＼1主1二‥√土  ′、 ハ エエ宣二＿ユニ ∴二一，＝1■‥←＿  ＿二i．H＿｛ t」ん ＿－ J．■   



今後の保育制度の姿（案）  
（事務局の整理による考え方の比較表）〈概要〉  

（別添1）  

蒙∈掛裏書の多塩な豊真畠！星型逆ら奥聖跡基い三整理戯且  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

保育制度のあり方に  ○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まない  ○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まない  ○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応は、壷温度   

関する基本的考え方   のは、剋塵戯問題で壇なiÅ巌濾赴不七分であ   のは、財源が不十分であるだけでなくト制度Iこ起   押に委ねることによし、 されるべき。（価格  
るた塵。   因する問題塵ある。   を通じた需給調整に委ねる）  

○ 財源確保とともに、運用改善を行うべき（現行  ○ 財源確保とともに、現行制度について必要な改  
制度を基本的に維持）。   革を行うべき。   

1保育の必要性   

等の判断   

（1）基本的仕組  

○ 市町村が、  ○ 市町村が、  ○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か等の粗い   
確認の下にJi皇王立二盈を決定。   

○ 利用確保されにくい者には、ノ▲iウ至セ二臨を±   

乗せ、  

保育の必要性⊥量  

t、   

保育の必要性二量   

優先的に利用確保されるべき子ども  
（母子家庭、虐待等）かどうか  

剋甑。  ②（需要が供給を上回る場合）利用者望著  聞の優先度 ③ 受入先塩素鹿の速是 を－1体として判断  

※ 保育の必要性・量について、受入先   

保育所の決定とは独立し三軋厳を実施。  
→ 客観的に必要性が判断された者に   

対する別姓なも1受給杢創立主により、   

需要も明確化。  

※ 保育所に応諾義迭〔正当査理由査く   

拒んではなら査与りと、優先的に利用   

確保されるへき子どもの1畳先受入義羞   

（2）判断基準の   

設定  
○ すべての子育て家庭を対象。   

（既存の財源を、就労家庭か専業主婦家庭か等の   

粗い区分により、均等にバウチャー等で配   
分。）   

給付対象範囲（短時間就労者、求職者等）、優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭・虐待事  
例等）の基本盟董現1三っ吐三蛙塵が基準量設是。（その上で、地域些塞鳳し⊆」忘じた基準匹設定を  
可呈出⊆【△ロ過少地埋で里子ども集旦四保陸、皇め組かな判厳基準等辺  （3）判断基準の   

内容  

（給付対象範囲）  

就労を理由とするものについては、以下のとおり整理。  
短時風塵労董に対しても就労量に応じた必要量を判断。  
昼間の保育を基本としつつ、畢壁上医置など時間帯にかかわらず必要量を判断。  
基盤塞に対しても必要性を認める。  

就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事例等）についても保障。  
国是親族旦左無を問わず必要性を認める。  
重美主娃産庭に対してもー定量の一時預かりを保障。  



現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

2保育の提供の   ○ 現行制度椎持（市町村によ「女の   ○ 豊艶鮎必  が、′1 ゎた董⊆ 」 ．遁蛤塵  ○ 個人に－占 のバ   ーの昌，   

仕組み  ）   左側座臥址皇仁一   【バウチャー制】  

（1）利用保障の   
○ 現行の「太の     に  る例外規定  ○ 五虹杜に保育の費用の絵址義塵や、地域の提供  

（付近に保育所がない等やむを得ない場合は、   基盤の整備計画等を通じた日     主 や軋   
基本的仕組み  その他適切な措置で足りる）については、よ月  一諷整簑⊥からなる墓施主塵を課す。  

な、ノ‾、よ、、に。′。  

※過去、市町村の事業で同化・定着したものは、  
一般財源化される傾向  

○、－l、－保育所の闇に′、、    ○並虹杜二l虹杜二女‾の闇の関′、  
佐があり、lと士‾の」乱に娃剋見里艶左  ○利用者が、一定額のバウチャーに自己負担を上  

（2）利用方式  
上））【現行制度維持】   づ ハ、約を結び、よし 敏金一 ．、に   た   乗せし、市中の事業者と直接皇＿組。【市場原理  

な三者盟像L   の直接契約】   

○ 塩広雌選択した事業者のサービスにバ  ウチャーの充当を可能とする。（市町村と保育所   
の間には 給付等に関する関係性なし） 【自   
由市場】  

○客観迫基準量邁■た宣重量量蛙」絵付対象とする仕   
組みとする。【客観的基準による指定制】  

※ 施設整備費（減価償却費）については、運営費に   

相当額を上乗せを検討。  

※ 突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難   
とならないような措置（指定の際の基準のあり方   
公的関与のあり方、事業者に対する監査のあり方   
等）について、さらに検討。  

○ 将来の児童数減少等を勘案し、裁量性あ 墨盟行  
置（鎧毯児童が邑三旦   

【現行制度維持】  

○ 施設整備費や運営費の国庫負担引上げ等で参入   
を期待。  

3 参入の仕組  rrrl 

○ 塩広腺選過した事業者のサービスにバ   

ウチャーを充当。  
4 最低基準  客観的基準を満たす事業者を給付対象とし、保育の質を確保。  

一亡＝＝     ・  

」  
ー∴血ニ。よ ■㌧∴T－、J几二J∴  ■▲  ■′＞   





（別添2）  

……主要…軍…－f・i二  

今後の保育制度の姿（案）  

（事務局の整理による考え方の比較表）   

※関係者の多様な考え方の中から典型的なものを事務局において整理したもの。  

二＿＿ ＿’F∴▼p「ゝ∫一  
、皿．   



1保育の必要性等の判断   

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か等の粗い   
確認の下にバウチヤ二盈を決定。  

○ 利用確保されにくい者には、／†ウチャー観を上   

乗せ   

◇ 保育所が保育の必要性・量について確認する方   
法も考えられる 

（1）基本的仕組  ○ 市町村が、   ○ 市町村が、   

革  

璧  

保育の必要性二量   

優先盟上主剋見産屋呈れるべき子ども  

（母子家庭、虐待等）かどうか  

保育の必要性・量  

（需要が供給を上回る場合）利用希望者  

闇の優先度   

受入先僅量産¢決定  を判断。   

※ 保育の必要性・量について、受入先   

保育所の決定とは独立し三判腰を実施。  

→ 客観的に必要性が判断された者に   

対する例外ない受給権付与により、   

需要も明確化。  
※ 保育所に痘誌義迭⊥正当な理由なく   

壬巨んではならない）と、優先的に利用   

確保されるべき子どもの優先電入義務  

を「体として判断。   

※ 受入先保育所が足りない場合は、   

ゴ呈星型必要性・屋について、独立した   

判塵l主なされず  

【想定される課題】  

● 実際の保育の利用の可否・量・質等は、   
事業者の設定する価格の支払いの可否によ   

り決まるため、所得による階層化が避けが   
たい。  

● 優先的に利用確保されるべき子どもにつ   
いて、バウチャー額の上乗せでは、確実な   
利用確保が図られないおそれ。  

◆ 保育所が確認する方法の場合、確実な確  

【想定される課題】  

● 保育の必要性・量の判断が独立してなさ   
れないため、需要が明確にならない。  

● 保育の実施義務の例外ともあいまって、   
十分なサービス量の拡充が進まない。  【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需   
要が顕在化するため、財源確保が必要。  

のおそれ  

○ すべての子育て家庭を対象。   

（既存の財源を、就労家庭か専業主婦   

家庭か等の粗い区分により、均等にバウ  

（2）判断基準の   

設定  

○ 給付対象範囲（短時間就労者、求職者等）、優克也臓き子ども（母子家庭・  

虐待事例等）の基本朗事項につ偲基準を設定。   

○ その土でゝ蜘削劃三応じた基準の設定を可能に（人口減少地域での子ども集団の保障、 きめ細かな判断基   

準等）  

チャー等で配分。）  

【想定される課題】  

● バウチャー額が不十分であれば、多額   
の自己負担を上乗せしなければ利用でき   

ず、女性の労働市場参加が十分進まない   
（いわば価格により需給調整が図られ   

る）。  

● 一方、十分なバウチャーを支給するた   
めには、財源確保が必要。   

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需要が顕在化するため、財源確保が必要。  



1保育のI仏書   誓の判断 r結き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

（3）判断基準の   ○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理。  ○  べての子育て豪産を対象とする。（既存の財   

内容   ・短晴間栽傍者に対しても就労量に応じた必要量を判断。  源を、就労家庭か専業主婦家庭か等の粗い区分   

・昼間の保育を基本としつつ、星勤二直盟など時間帯にかかわらず必要量を判断。  により、均等にバウチャーで配分。）  
（給付対象範囲）  

・韮塵量に対しても必要性を認める。  

○ 就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事例等）についても保障。  

○ 同居親族の有無を問わず必要性を認める。  

○ 喜美主婦豪産に対してもー定量の一時預かりを保障。  

※ 優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭、虐待事例等）に加え、需要が供給を上回る地域における対  【想定される課題】  
象著聞（例：フルタイム勤務者と短時間勤務者）の優先度の判断の必要性の有無・方法等についてさら  ● バウチャー額が不十分であれば、多額  
に検討。  

※ 短時間勤務者など定期的・短晴間利用や、不定期勤務者について、フルタイム利用と受け皿を別とする  
の自モ負担を上乗せしなければ利用でき  

かどうかは、基本的に個々の事業者の判断と考えられるが、新たな給付類型を設けるかどうかさらに検  
ず、女性の労働市場参加が十分進まない  

討。  
（いわば価格により需給調整が図られ  

※ 専業主婦家庭など不定期・一 路的利用については、就労者など定期的利用とは、別の受け皿とすること  
る）。  

を基本とし、一時預かりとして保障。  
●一方、十分な額のバウチャーを支給し  

※保護者が非就労である障害児については、障害者施策との関係も含め、さらに検討。  
ようとすれば、財源確保が必要。  

【想定される課題】   

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需要が顕在化するため、財源確保が必要。   

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か等の粗い   
確認の下にづウチャー恕を決定。  

○ 利用者ごとに、給付上限号（酷闇）を、例えば   
過当たり2～3区分程度で判断。  

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきである   
ことを踏まえ、就労時間と通勤に要する時間を考   
慮し、さらに検討。  

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利   

用）に対する財政支援のあり方についてはさらに   

検討。  

○ 要目行制度を経緯。  

（11時間の開所時間内における8時間の利用を基本。  

11時間の開所時間を超える利用（延長保育）につい  
ては、実施の有無・保育料の設定ともに、各市町村  
又は保育所の判断による。）  

（4）給付上限量  

【想定される課題】  

● 上記と同様。  

【想定される課題】  

● 当該市町村又は保育所の設定する開所時間  
（例：7時～18時）に利用時間帯が合致するか否   

かで、利用できる圭や保育料が決まり、不公   
平な側面（早朝■夜間にまたがった利用者等）。  

【想定される課題】  

● 給付上限圭を超える利用に一定の支援を行   
う場合、働き方の見直しの観点も踏まえ、負   
担のあり方を併せて検討。  

－「トr4－－「－一打」ト ー■ 一一一一 しTJ＝rT一心一三＝サ・†－」㌣→ト ′d 丁＝1－て1「Jl・「丁＝－L←㌣Tl    －L÷纂，■▲サ▼（ニーーーー・ノ1Lざ′ト  ′ ＝一一道・一 － ・，一  ′■▲   



1保育の必要性等の判断（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み  市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  直接契約・バウチャー方式   

（5）優先的に利用確  ○ 優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭・虐待事例等）については、市町村が保育の必要性・量の    ○ 保育の必要性が高い子どもについては、／iウ   
保されるべき子ども  判断と併せ、イ  チャー額を土産旦。  

のための仕組み  
○市町村が、入所保育所を決定。  ○保育所に、応諾義盛（正当な理由なく利用を拒  

んではならない）を課すとともに、優先的に利  

用確保されるべき子どもから、受入れを行う優  
先皇入壷屋を課す。  

【想定される課題】  【想定される課題】  

●優先的に利用確保されるべき子どもについ  ●優先的に利用確保されるべき子どもに  

て、選択権が十分保障されない場合があり得        ●優先的に利用確保されるべき子どもが緊  ついて、確実な受入れが担保されず、選  

る。  急的に塵七た場合の受け皿の確保策につい  
択権も保障されない。  

てさらに検討。   【想定される課題】  ●保護者の自発的な利用申込みが期待で  

○ 虐待事例など、塩護量¢ 、かl、みが ノ、で主査史上ニスについては、壷軋杜地旦1用旦込  
きないケースの解決が困難。  

み¢勧奨等によ吐意思三定 、 するとともに、′、、なロム蛙l月．書巻諸施設 への 置  

（こうした市町村としての公的関与の中で、虐待事例等について、関係機関が連携する市町村の支援のネッ  
トワークに適切につないでいく仕組みが必要。）  

※ 低所得者、障害などを理由に、事業者の不適切な選別により、サービス利用ができなくなることがないよ  
う、公正な選考を保障する仕組みについて、さらに検討。   

O 「保育に欠ける」という用語について、例えば「保育を必要とする」など、今後の保育制度の姿にふさわしいものに見直すこととする。   （6）「欠ける」という  

用語の見直し  



現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

（1）利用保障の   

基本的仕組み  

○ 現行制度維持（立証杜⊆よる馳臭施亀鑑1   

鍬塵）   

○ 現行の⊥僅鼻の実施養魔⊥⊆盟主る劇弘塩基   

（付近に保育所がない等やむを得ない場合は、   
その他適切な措置で足りる）については、よ旦   
巌組金運患を圧うよう市駐英に周知徹底。  

※ 過去、市町村の事業で同化・定着したものは、   
一般財源化される傾向  

【想定される課題】  

● バウチャー額が不十分であれば、多額   
の自己負担を上乗せしなければ利用でき   

ず、女性の労働市場参加が十分進まない   
（いわば価格により需給調整が図られ   

る）。  
● 一方、十分な額のバウチャーを支給し   

ようとすれば、財源確保が必要。  

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた潜在的な保育需   
要が顕在化するため、財源確保が必要。  

【想定される課題】  

● 市町村の判断に委ねる仕組みを維持する   
以上、より厳格な運用を求めても、厳しい   
市町村財政の中、自ずと限界がある。（長   
期にわたり、市町村の努力が続けられてき   
た結果として、待機児童の解消に至らない   
現状）  

増  

（2）利用方式  ○ 壷町村一利用量L五虹拉二保育所の闇の闇慮＿二適妻   
な関与に加去、利用者が保育所と受給権に基づく公   

的契約を嵐蜘」新たな三者関   

係】▼  

※ 利用者の保育所への申込み手続や、保育所の募集・   
選考等の円滑・公平な実施のため、市町村の関与や、   
第三者も含めたコーディネート等の仕組みについて   
さらに検討。  

○ 利用者が、一定額のバウチャーに自己負担を   

上乗せし、市中の事業者と直接契約。【市場原   
理の直接契約】  

【想定される課題】  

● 保護者と保育所が協働して機動的により   
良い保育を目指していく関係になりにくい  
（保育所においてニーズに即応した対応が   

しづらいという声もある。）  

● 今後の需要動向が個別の保育所に伝わり   
にくいなど、供給増が適切になされにくい  

【想定される課題】  

● 保育の必要性が高い子どもの利用が確保   
されないおそれ   

● 需要が供給を上回る地域において、利用   
者の申込みや、事業者の募集■選考におけ   
る混乱が生じるおそれ  

（3）利用者の手続   

負担や保育所の   

事務負担に対す   

る配慮  

○ 利用者の申込み手続や、事業者の募集・選考等の円   
滑・公平な実施のため、市町村の二是旦関与l私見   
調盈蔓Lや、第三者による旦二王4星二上里仕組垂   
について、さらに検討。  （現行制度を維持）  

チーー流産㌫鐙基点熊野顎頭身ふ∵－－・■広Ⅴ奴rL二し ▲皇i山芝・；・欄L凪ふ・ ‘一－け－一」」椚ムー－一′・一  －－ユ・－   
メニ㌢「≡√・麹∴  



3 参入の仕組み   

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

○ 幅広く剋見畳が選親した事業者のサービスにバ   
ウチャーの充当を可能とする。（市町村と保育所   
の間には 給付等に関する関係性なし） 【自   

由市場】  

○客観的基準を邁左す重美畳蛙⊥絵仕対象とする仕組   

みとする。【客観的基準による指定制】  
○ 将来の児童数減少等を勘案し、裁量性塵る現缶   

の都道府県但認可制度を在置（待毯児童塑し1ても   
認可鮭査が可鹿）   

【現行制度維持】  

○ 施設整備費や運営費の国庫負担引上げ等で参入   
を期待 

（1）参入の基本的   

仕組み  

【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、子どもの良好   
な育成環境が保障できない。   

【想定される課題】  

● これまで抑制されてきた保育需要が顕在   
化するため、財源確保が必要。  【想定される課題】  

● 必要な保育量の拡充が図られず、女性の   
労働市場参加が進まないことにより、我が   
国の社会経済が縮小均衡に陥り、ひいては   

社会保障全体の持続可能性にかかわる。  
● 税源委譲・地方分権の強い流れの中で、   

国庫負担害り合の大幅な引き上げは非現実的。  



3 参入の仕組み（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

（4）多様な提供主体  ○ 突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難となることがないような措置（指定の際の基準のあり方、   ○ 競争（市場において選択されない事業者の撤   
の参入や、量の抜本  公的関与のあり方、事業者に対する監査のあり方等）について、さらに検討。  退）により、質の確保を図る。  

的拡充に際しての  

「質」の担保・指導  

監督   がある。   
●市場を通じた淘汰には時間を必要とし、  

悪質な事業者によるサービス提供を受けた  
【想定される課題】   子どもの不利益は撤回が困難n  

⇒H   
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4 最低基準、5 費用設定、6 給付方式  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、保育の価格（公曹による 補助額＋利用者負担恕）を公是。【公   

定価格】  
○ 事業者が自直に魅格丘設定。  5 費用設定  

【想定される課題】  

● 保育の利用の可否・量・質等は、支払   
い能力により決まるため、所得による   

サービスの階層化が避け難い。  

● 需要が供給を上回る地域における価格   
の高騰が避けられず、価格により需給が   
調整される結果として、女性の労働市場   
参加が十分進まない。  

【想定される課題】  

● 付加的サービスについての価格設定等の取扱いについて、さらに検討。  

‥ 

・ 

．   

：‡   



現行制度維持  
（「運用改善＋財源確保」案）  

市場原理に基づく  

直接契約・バウチャー方式  

新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

最低基準のあり方  ○ 地域によっ三三どもに保障される鹿妻の質が異な皇三上蛙あユ三越金主ず、最低限の水準を確保すべき。  ○ 幅広く利用者が選択した事業者のサービスにバ   

ウチャーの充当を可能とする。  

保育の質の具体的向  
上  

○ 子どもの最善の利益を保障し、子どもの健やかな育ちを支援するため、保育を直接受ける子どもの視点を   
いかに担保できるかという視点に立って、保育の質の維持・向上を図っていくことが必要。   
その上で、保育の質を考える上では、子どもとともに親が成長することの支援、子どもと親が地域社会と   

のつながりを強める場としての機能、保護者と保育所がともに子どものことを考える環境、保護者の満足   
感等の視点も重要。   

○ 認可保育所は、保育を必要とする子どもの健やかな育ちを支援する場の要であり、今後とも、その「質」   
を確保しながら「量」の拡充を図っていくことが必要。  

○ 親支援の必要性、障害児の受け入れの増加、一人親家庭の増加等、家庭環境の変化等に伴って保育所に求   
められる役割や、専門性の高まり等に対応した保育の質の向上（職旦配置、御幸門性の確保   
蔓）について、財源確保と併せさらに検討。   

※ 保育の実施に責任を有する市町村が保育所の質の確保のために取り組むことや   
第三者評価も含めた各保育所の運営の検証・評価の取組を進めることなども重要。   

※ 保育の質の維持・向上のためには、行政による監査の徹底・強化、保育士と子ども  
との問の安定的関係の観点から離職率といった点を把握・点検できる仕組み、保育士   
の職場環境が変わる中実際の保育現場で実践できる保育士の育成・研修、保育士の   
特性と能力を最大限発揮するための職場のマネジメントなども重要。  

● 保育の質が担保されず、子どもの良好  な育成環境が保障できない。  

○ 愚生（市場において選択されない事業者の撤  
退）により、質の確保を図る。  

【想定される課題】  

● 市場を通じた淘汰には時間を必要とし、   
悪質な事業者によるサービス提供を受けた   

子どもの不利益は撤回が困難。  

● コスト削減を目的に、従事者の処遇が悪   
化し、結果として子どもの不利益になるお   
それ。  

声■  

○ 施設長や保育士に対する研修の制度助保障の強化や、実務経験と研修受講を通  じてステ   
る吐息み（専門性ある保育士や、現場の保育士を指導助言する役割など）について、また、研修の受講を   
可能とするためにも配置基準の見直ヒについて、財源確保と併せさらに検討。  

○ さらに、実務経験と研修受講を通じ呈宣ユプ冊王証値する等に   
より、処遇改善を併せて進めてい〈ことについて、財源確保と併せさらに検討。   

※ 量の抜本的拡充を進めるに当たり必要な保育士の計画的養成につき、さらに検討。   
※ 研修の制度的保障の強化に当たっては、認可保育所のみならず、認可外保育施設ま   

で含め、地域内のすべての保育従事者に対して行うものとする方向で、さらに検討。  

］  
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8 認可外保育施設の質の引上げ  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

認可外保育施設の質  ○号刃ロ・認ロロわず、バウチャーを充当可。   

の引き上げ   ○ 認可外保育施設に対しては、臨導強化により対  ○ 認可外保育施設を現に利用している子どもを含め、  

応すべき。   すべての子どもに健やかな育ちを保障する観点から、  
最低基準への至l、に釦i、二墓水準以土地剋  

上エ」二星覿盟些腰過戯な姓政支    ～至l達   
支援Lが必屋。   ● 保育の質が担保されず、子どもの良好  

※ どの水準の施設まで経過的な最低基準到達支援の   な育成環境が保障できない。  
対象とするかはさらに検討。  

●財政支援なしに指導強化のみで質の引  
※無資格の従事者が業務に従事しながら資格取得を  

き上げを図るのは困難と考えられる。  

一ご：丁■言＝－・・・  
図れる仕組みを含め、認p畳施設阻後室宣に剋  

する班修のあり方等をさらに検討。  

モーく■－；⊇き－                         【想定される課題】  

※最低基準を満たす保育の量の拡充や、認可外保育  
施設の経過的な最低基準到達支援を行ってもなお、  
給付対象サービスのみでは需要を満たし得ない地域  
における利用者闇の公平性の確保の方法については、  
さらに検討。  

＿－：＝＝r■＝コ■＿ 信書蔓藁葺軍を志望？できない牌を  

○ 認可外保育施設の質の確保・向上に向けて、都道府県の指導監督の強化とともに、  

地域内のすべての保育従事者を対象とした研修の実施や、地域内の認可保育所や子育て支援に関わる者との  
ネットワーク形成など、市町村と連携した取組をさらに検討。   

○ 家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな（j＿＼規痩塩眉±ニビ旦温型を創設。（※必要な基準等について  小規模サービス類型  

の創設  

【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、子どもの良好   
な育成環境が保障できない。  

バウチャーを充当可。  ○ 早朝・夜間帯の保育については、その特性を踏まえ、必要な基準等について、さらに検討。   早朝・夜間保育  

【想定される課題】  

● 保育の質が担保されず、子どもの良好   
な育成環境が保障できない。   



9 地域の保育機能の維持・向上  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

小規模サービス類型  ○ 家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな小   サービス りを創設することにより、人口減少地域   ○ 需要に見合った最適なサービス提供が市場を通   

の創設   における生活圏域での保育機能の維持を図る。（※必要な基準等については、さらに頓討。）  じてなされることに期待。  

【想定される課題】  【想定される課題】  

● 財源確保と併せてさらに検討。  ● 保育基盤が維持されないおそれ。   

多機能型の支援  ○ 人口減少地域において、保育所が、地域子育て支援拠点や児童館、放課後児童クラブなどの役割を併せて   
担う上皇毯監聖⊥を支援することにより、地域の子育て支援の拠点として、また、地域社会の核としての   
役割を果たすことを支援する。（※必要な基準等については、さらに検討。）  

○ 需要に見合った最適なサービス提供が市場を通   
じてなされることに期待。  

■酬  

人口減少地域におけ  

る保育機能のあり方  

○ 人口減少地域の実情に応じ、保育所が担ってきた機能のあり方について、認定こども園の活用も含め、さらに検討。  

・・－・∴・－－・一＝＝＝■＝皇TT且 一－ ∴二十、由＿二亨癒r こ■∴－・・1血†せ亡＝ご廿 ．  ム．．．．＿＿い′．．＿＿こ－・・．．   



10 多様な保育サービス  

現行制度維持   新たな保育の仕組み  市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

休日保育   ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組みが以下の  ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組み   ○ 保育のサービス保障の基本的な仕組みが以下の   

夜間保育   
とおり。   が以下のとおり。   とおり。  

、に′、、 が割腹さ曳た者に、   個人に二定盤の∠iウチ聖二の畳絵堤を付与n  

務」旦履行左通じ土塩庫）   受給産屋劇∠吐なく付与（保育の給付義務）   （市町村にバウチャーの給付義務）  

ただし、現行の「保育の実施義務」に関する創   壷拙保育の費用の給血義務や、地域の提供  
外貌墓（付近に保育所がない等やむを得ない場   盤の整備計画等を通じた堤儀腫剖整備亘塵や利用駈  
合は、その他適切な措置で足りる）については、  整笠の支援からなる宝施責任を課す。  
よ吐厳塵を運用主査うよ皇壷虹杜に周知徹底。  

○曜日や時間帯を問わず、個人に必要な保育量が認  
められ、受給権が付与される仕組み。（裁量性のな  現行制度を維持。（呑吐盤による［倶喜旦実施義  認可保育所の中での実施の要否を市町村の判  

に委ねた上で、必要なかかり増し経費を奨励的  ※ 利用者が限られ、需要が分散していることにかん   
○利用者が一定額のバウチャーに自己負担を上乗  

に補助する仕組み。実施保育所数は抑制可（認   
せし 市中の事業者と直接契約。実施保育所数  

がみ、市町村による計画的な基盤整備の仕組みをさ   は、市場に委ねられる。  
可に裁量性。また補助対象も裁量的判断。）。  らに検討。  

※児童人口が少ない等により、市町村単位では需要  
がまとまらない地域における実施方法について、さ  
らに検討。  

※夜間保育については、その特性を踏まえ、必要な  
基準等について、さらに検討。  

【想定される課題】  

●バウチャーの転が不十分であれば、多  

額の自己負担を上乗せしなければ利用で  

【想定される課題】  【想定される課題】  
い（いわば価格により需給調整が図られ  

．量の拡充が十釧二進まない。   る）。  これまで抑制されてきた潜在的な保育需  
●一方、十分な額のバウチャーを支給す  要が顕在化するため、財源確保が必要。  きず、女性の労働市場参加が十分進まな  



10 多様な保育サービス（続き）  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  
（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

延長保育  ○ 基本的に休日・夜間保育と同じ。   ○基本的枠組みは休日・夜間保育と同じ。  ○ 基本的に休日・夜間保育と同じ。   

特定保育  （就労量に応じ、保育の必要量が認められることに伴  

い、連続的にサービス保障がなされる。）  

○延長保育については、利用者ごとに、給付上限量  
（時間）を、例えば過当たり2～3区分程度で判断。  

働き方の見直しが同時に進められるべきであること  
を踏まえ、就労時間と通勤に要する時間を考慮し、  
さらに検討。  

※当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利用）  
に対する財政支援のあり方についてはさらに検討。  

※延長保育利用者が少ない場合に、ファミリサボー  
トセンター等を含め、子どもにどのように最適な保  
育を提供していくか、さらに検討。  

【想定される課題】  

●給付上限圭を超える利用に一定の支援を行  
う場合、働き方の見直しの観点も踏まえ、負  
担のあり方を併せて検討。  

小規模なサービス類  ○ 家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな小規模保育サービス類」を創設。（※必要な基準等について   ○ 基本的に休日・夜間保育と同じ。   
型の創設   は、さらに検討。）   

病児・病後児  ○ 事業者参入に閲し、裁青枠のない指定制を導入。  ○ 利用者が一定額のバウチャーに自己負担を上乗              士‾   

保育  
○ 実績を評価しつつ、安定的運営も配慮した給付設   せし、市中の事業者と直接契約。実施保R所数  

走を行う。  は、市場に委ねられる。  

※働き方の見直しを同時に進めていく必要。  
※子どもの健康・安全が確保される水準の保障とと  

もに、利用しやすい多様なサービスの量の拡充に向   【想定される課題】  
けた仕組みをさらに検討。  ●バウチャーの額が不十分であれば、多  

額の自己負担を上乗せしなければ利用で  
きず、女性の労働市場参加が十分進まな  
い（いわば価格により需給調整が図られ  

これまで抑制されてきた潜在的な保育需  る）。  

要が顕在化するため、財源確保が必要。  【想定される課題】 ●        ●一方、十分な額のバウチャーを支給し 上ろメ・オ九ば巨オミ盾旛但｛てJ臥重  
・一－－－＋1一  ▲  ▲  A・  ノ」L一一－ －「一   
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11情報公表・評価の仕組み   



次世代育成支援のための新たな制度体系の検討について  

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月少子化社会対策会議決定）  

○ 国民の結婚・出産ヰ育てに関する希望と現実の帝離を解決するためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」の二者択一  
構造の解決が不可欠であり、①働き方の改革による「仕事と生活の調和」の実現と、②仕事と子育ての両立、家庭における  
子育てを支援する社会的基盤の構築の2つの取組を「車の両輪」として取り組むことが必要。   

○ このため、仕事と生活の調和の実現と、希望する結婚・出産・子育ての実現を支える給付tサービスを、体系的・普遍的  
に提供し、必要な費用について、次世代の負担とする羊となく、匡卜地方公共団体偉業主・個人の負担・拠出の組合わせ  
によって支える具体的な制度設計の検討に直ちに着手の上、税制改革の動向を踏まえつつ速やかに進めるべき。  

社会保障審議会少子化対策特別部会における検討  

O「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を踏まえ、社会保障審議会に少子化対策特別部会を設置（平成19年12月）。   
平成20年3月より新たな制度設計に向けた検討を開始。（※3月までは重点戦略で示された「先行して取組むべき課題匠ついて検討。）   

《検討経過》  

■ 3／14（第4回）－これまでの議論の紹介とフリーディスカッション  ■3／21（第5回）－現物サービスの現状と課題／サービス利用者・提供者のヒアリング  

■ 4／9（第6回）一現金給付の現状と課題／費用負担の現状と課題  ■4／21（第7回）一第4回～第6回を踏まえた議論  

15／9（第8回）■5／19（第9回）一次世代育成支援のための新たな制度設計に向けた基本的考え方  

○ 平成20年5月20日に新たな制度設計に向けた基本的考え方をとりまとめ。   
（※平成20年3月までは、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において同時に示された「先行して取り組むべき課題」についての議論を実施。）  

○ その後も、税制改革の動向を踏まえつつ、速やかに検討を進める（9月5日より議論を再開）。  

（社会保障審言義会少子化対策特別部会委員構成）  
岩 渕 勝好 東北福祉大学教授  
岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授  

内 海 裕美 吉村小児科院長  

大石亜希子 千葉大学法経学部准教授  
大日向雅美 恵泉女学園大学大学院教授  

清 原 慶 子 三鷹市長  
駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授  
佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授  
篠原淳子 日本労働観合総連合会総合政策局生活福祉局局長  

庄 司洋子  
杉 山千住  
野 呂 昭彦  

福 島伸一  
宮 島香澄  
山 顆文治  

山 本文男  
吉田正幸  

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授  

有限会社セレーノ代表取締役  

三重県知事  

日本経済団体連合会少子化対策委員会企画部会長  

日本テレビ報道局記者  

大阪市立大学生活科学部教授  

福岡県添田町長  

有限会社遊育代表取締役  

（五十音順 敬称略）   



少子化対策特別部会の経過  保育事業者検討会の経過  

○第10【司 9月5日（金）15：00～17二00   

・最近の動きの報告   

・ヒアリング（全国私立保育園連盟、全国保育協議会、  

日本保育協会）   

○第11回 9月柑日（木）17：00～19：00   

・次世代育成支援施策の全体像の確認、「基本的考え方」を  

踏まえた具体化が必要な検討事項の確認  

・ヒアリング（横浜市・保育園を考える親の会普光院亜紀氏・  

全国学童保育連絡協議会真田祐氏）   

○第12回 9月30日（火）17：00～19：00   

・保育サービスの提供の新しい仕組みについて①   

（保育サービスの必要性の判断基準・利用方式等について①）   

○第13回110月6日（月）17二00－19：00  

・保育サービスの提供の新しい仕組みについて②  
（保育サービスの必要性の判断基準■利用方式等について②、   

事業者参入について①、保育サービスの質の向上について①）   

○第14回10月14日（：火）1了：00～19：00  

・保育サービスの提供の新しい仕組みについて③  

（事業者参入について②、認可外保育施設について①）  

・ヒアリング（東京都）   

○第15回10月22日（水）15こ00～17二00   

■保育サービスの提供の新しい仕組みについて④   

（認可外保育施設について②、保育サービスの質の向上につ  

いて②）   

■ヒアリング（東京大学名誉教授小林尊氏、新宿せいが保育  

園園長藤森平司氏）   

○第16回10月29日（水）15：00～17：00  

・放課後児童クラブについて①  

・すべての子育て家庭に対する支援について  

・ヒアリング（バオバブ保育園ちいさな家園長遠山洋一氏、  

特定非営利活動法人び一のぴ－の事務局長原美紀氏）   

○第17回11月11日（火）17：00～19：00  

・放課後児童クラブについて②  

・地域の保育機能の維持・向上について  

・情報公表、第三者評価等について  

・これまでの議論の項目と保育サービス全体について①   

○第18回11月21日（金）10：00…12：00  

・これまでの議論の項目と保育サービス全体について②  

・経済的支援について①  

・社会全体での重層的負担・「目的・受益」と連動した費用負  
担について亘）   

○第19回12月3日（水）15：00～17二00  

・経済的支援について②  

・社会全体での重層的負担・「目的■受益」と連動した費用負  
担について②  

・これまでの議論の整理   

○第20回12月9日（火）17二00～19二00  

・社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（案）  
（議論のたたき台）について   

○第21回12月16日（火）15二00～17：00   

■社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（案）  
について  

○第1回 9月29日（月）17：00～19：00   

・最近の動きの報告   
・少子化対策特別部会の議論について  

○第2回10月21日（火）17：00～19：00  

一保育サービスの提供の新しい仕組みについて  
（保育サービスの必要性の判断基準・  

事業者参入について）  

少子化対策特別部会の議論について  

利用方式について、  

○第3回10月27日（月）13：00～15二00  

■保育サービスの質の向上について   
・認可外保育施設について   

・少子化対策特別部会の議論について   

○第4回11月17日（月）13二00～15：00   

・すべての子育て家庭に対する支援について   

・地域の保育機能の維持・向上について   

・情報公表、第三者評価等について   

・保育サービス全般について   

・少子化対策特別部会の議論について  

○第5回12月3日（水）17：30～19二30   

・保育サービス全般について   

・少子化対策特別部会の議論について  

○第6回12月10日（水）15：00～17：00   

・保育サービス全般について   

・少子化対策特別部会の議論について   
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  

開催要綱  

1 目的   

現在、地方自治体関係者や労使関係者などからなる社会保障審議会少  

子化対策特別部会において、『「子どもと家族を応援する日本」重点戦  

略』等に基づき、国・地方・事業主・個人の負担の組み合わせによって  

支える包括的な次世代育成支援のための具体的な制度設計について、税  

制改革の動向を踏まえつつ検討が進められているところであり、本年5  

月に「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考  

え方」がとりまとめられたところである。   

「経済財政改革の基本方針2008」等において、「保育サービスに係  

る規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場  

に立って、平成20年内に結論を出す」こととされており、今後、これ  

に基づき、少子化対策特別部会においてさらに議論を進めることとして  

いるが、この議論に資するため、雇用均等・児童家庭局長が、保育事業  

者等の参集を求め、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関  

して議論を行うため、本検討会を開催することとする。  

2 構成  
（1）検討会の構成員は別紙のとおりとする。  

（2）検討会に座長を置く。  

3 検討事項   

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する検討等  

4 運営   

検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局保育課が行う。  

5 その他  
この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に閲し必要な事項は、座   

長が雇用均等・児童家庭局長と協議の上、定める。  
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（別紙）  

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会 名簿  

伊東 安男  全国保育協議会副会長・建昌保育園園長  

岩測 勝好  東北福祉大学教授  

大妻女子大学家政学部准教授  岡  健  

木原 克美  全国私立保育園連盟常務理事・御池保育所園長  

坂崎 隆浩  日本保育協会保育問題検討委員会委員長・野木保育園  

理事長  

佐久間貴子  株式会社へ～ネッセスタイルケアチャイルドケア事業部長  

庄司 洋子  立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授  

菅原 良次  全国私立保育園連盟常務理事・たんぽぼ保育園園長  

永野 繁登  日本保育協会理事・玉川保育園園長  

西田 泰明  全国保育協議会副会長・わかば保育園園長  

西村 重稀  仁愛女子短期大学教授  

宮島 香澄  日本テレビ報道局解説委員  

椋野 美智子  大分大学教授  

山口 洋  株式会社JPホールディングス代表取締役  

（五十音順 敬称略）  
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社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（案）  

一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて一  

参考資料集（抜粋）  
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・人口減少地域に関連する保育制度の概要①（小規模保育所（認可保育所））………‥ 15  

・人口減少地域に関連する保育制度の概要②（へき地保育所（認可外保育施設））……‥ 16  

・過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状（定員・在所児数規模別の分布）・・・・・ 17  

・へき地保育所の現状（定員・在所児数規模別の分布）………………＝………・ 18  

・過疎地域における幼児教育経験者比率‥・‥‥・・・‥■・・・・・‥・・・■・・‥‥■■‥・・・・・・・ 19  

・放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移………………………………  20  

・放課後児童クラブの実施状況・・・・・・・・・・・＝……・・‥‥‥‥・・・・・・・■・・・・・・・・・・‥  21  

・子育ての孤立感■‥・・・・・・…・‥‥■・・＝………………・t………‥t……  31  

・子育ての負担感……………………・・……………………………・ 32  

・就学前児童が育つ場所・・・・・・・・・・‥‥‥‥・…………‥t＝………………  33  

・他の社会保障制度における市町村事業の仕組み・＝＝…………‥t＝………‥  34  

・各種子育て支援事業の取組の現状……………………………………‥  35  

・各自治体におl－ナる多様な取組（事例）…………………・＝…………‥・…・ 36  
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次世代育成支援に関係する制度の現状   

＿ （放課後王どもプラン）  
放課後 ≡1  

てララi百箇所相方人てiす5常在耶  

保 育  

放課後児童  
認可保育所（2乙909か所、202万人）（20．4．1現在）  

児童クラブ：  

万 人ナ  ．583か所、79．5   

放課後子ども教室  
（18年産までは地域子ども教室推進  

事業、文部科学省）  

●－■■■‾、‾J■■‘‾■J■■一、‾■‘‾」‘■■＋■一、■■■■■‾ T  

：地域の各種子育て支援：  
幼 稚 園  

l・一時預かり事業（7，214か所）  
（文部科学省）  

8，318か所、参加子ども数2．1∞万人（  

児童館4・718空、所（H1810）  

社会的養護に関する事集（乳児院121か所・児童養喜      受564か所等）（血9．10．1現在）  

〔  

〔  

〕
〕
 
 

母子保健   

社会的養護  

標準報酬日額の  

休業取得期間に対して休業前賃金の40％   （19年10月からは50％）が支給  経済的支援  
1 3⇔の2が寺絵 l＿ ＿ 等卿  

「
J
‡
 
 

－
－
 
 

－
 
－
 
 

一
 
－
 
 

－
一
 
 

1－ －■、■；● － － － 一 一 一 ■ ■■ － － ■■■ － － 一 一  

児 童 手 当  
● ■ ■ ニl■l■l 一 － － ■■ ■■ － ■ － － － ■■ ■■・■■ －J■■  

⊂：：：⊃ ‥・負担金（義務的姪井）＿＿し  
‾                                           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ∴慧  「  

小学校卒業まで  
第1子、第2子月蝕5．000円、第3子以降月額10，000円  1出産児に対して35万円  

費用等に充当）  ※実綾は一般会計、波線は特別会立  については第1  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

・ 契約などの利用方式のあり方  

・ 市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

・地域の保育機能の維持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

包
括
性
・
体
系
性
、
普
遍
性
、
連
続
性
の
実
現
 
 

（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場）  

：《放課後児童対策の仕組み》  

l  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

・ 量的拡充  

・質の維持・向上  

・ 財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  

2   
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子どものいる女性の就業希望  

○ 我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  

いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  末子の年齢別子どものいる世帯における  

母の就業状態（平成18年）  

末 子 の 年 齢  

0～3歳   4～6歳  7～9歳   10～12歳   

子どものいる   100．0   
世帯総数  

100．0   100．0   100．0   

労働力人口   32．5   51．4   62．9   71．2   

就業者   31．0   50．3   61．6   70．5   

完全失業者   1．2   1．7   1．3   1．4   

非労働力人口  67．5   47．4   36．5   28．1   
■■■－t■■■■‥‥■＝  

■t■  
■叫…■■■■ 

－■■●  

希望者   24．9   19．7   13，2  ？ニケ．．い■・  
几  アメリカ   イギリス   ドイツ   フランス   イタリア   オランダ スウェーデン  日本  

出典ニ OECD：SocietyataGIance2005  出典：総務省「労働力調査詳細調査」（平成18年、年平均）  

労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  

O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、日   
本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

○ 若畳や女性、高齢者の労働市場参加の実現と、暴望する結婚や鮎邑ての実現を周塵に達成できなけ   
れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。皇の塵蛙仕婁と至責ての「二者択二構造」の解決。  

2050年  2030年   2006年  

この2つの要請を同時に達成する必要 →「二者択一構造」の解決が不可欠  

なり、  ・¶「結婚・出産lのために「就業‖を断念すれば、女性の労働市場参加が実現せず．中期的（～2030年頃）な労働力人口減少の要因と  
②鳩豊美上のために「鹿婚塊を断念すれば、生産年齢Aロ（a急激組により、長期的（2030年頃以隆）な労働力産屋が凰艶に。）  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。，ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性・年齢階級別労働力率が変わらないと仮定   
して、平成18年将来推計人】コ（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  

一：う27“   



女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

0歳  2歳   3歳  5歳   小学校1年 ～ 小学校3年  

0歳   1歳   2歳   3歳   4歳   5歳   小1   小2   小3   

）  

（参考）  

児童数  
（2006年  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  
171．250円  101．417円  101．417円  49．417円  42．417円  42．417円  10．000円  10．D00円  10．000円   

）                   136．833円  67．∝）0円  67．叩○円   22．∝〉0円  17．250円  17．250円  5．0∝I円  5．0【氾円  5．（旧0円   

単価（事業費ベース・月額）  

単価（公tl撞ベース・月額  

保育所待機児童の現状  

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9．550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  
（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化 

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（糾市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   【保育所入所待機児童2万人の内訳】  

待機児童数と保育所定員の推移  
（万人）   

3．0  

2．5  

2．0  

1．5  

1．0  

0．5  

0．0   

3歳以上児  
1千人  4千人  

l  

＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
l  

11千人  

（待機児童全体の  

約6割）  

低年齢児  
（0～2歳児）  4千人  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。   

平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年  
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次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付・現物給付別分類）  

現金給付  現物給イて  

6  行 給 付】  【追加j  

育出   

言霊  業当   
給金  

2，000  付   

円1兆300億円  

※推計の前提にしたがって保育（現物給付）と  

イ  
機械的に割り振っているが、両者を切れ目な  
よってはこの振り分けは変わってくることに留完   

【現 行 給 イ  【 追＝■  

児童手当  幼稚園   〒主  

児童扶養手当  時預かリ  
特別児童扶養手当  

出産育児一時金  

2兆600億円  100億円  

億  
※児幸手当については別途機械的に試算  

妊婦健診等  

各種地域子育て支援  
各種児童福祉サービス  

6    行給付】  
放課後子ども教室  

00億円   

芯  《1兆9，900億円  

所要額】  

Ⅰ親の就労と  

子どもの育成  

の両立を支え  

る支援  
～  

育児休業給付（現金給付）に  《1兆3，100億円  

→2兆3，900億円～3兆3，100  
く支援する仕組みの設計に  

Ⅱ すべての子  

どもの健やか  

な育成を支える  

対個人給付■  

サービス  

《2兆5，700億円→2兆8，300  

Ⅲ すべての子   

どもの健やか   

な育成の基盤   

となる地域の取   

組  

《4，500億円→6，300億円》  

→2兆5，400億円～2兆8，100億円》  →3兆2，900億円～3兆9，600億円》  

（11／4 第9回社会保障国民会議 提出資料）  

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  
（社会保I卸国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）  

1％緯度（2∝柑年度で23兆円：）が必雇とな  含の2分の1への引上l  

㌻ 低年金・舞年金者対策の強化  基礎年金  
t低保席機傭の強化  
基礎年金額の改響  
受給権稚保に係る措置の強化   

（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）  

約2．g兆円  

ト
 
 

F
 
 

医療・介護の充要論化と効率化を同時に実施   
急性期医療の充実儀化、主点化、在院日数の短縮化   

（スタッフの充実零）  
機能分化・機輸巨連携による早期社会復蝿零の実現   

（地i■包括ケア、訪問介護・訪問者護・訪問診ホの充実事）  
在宅医療・介護の嶋の盈傭とサービスの充実   

（グループホーム．小規棲多機能サービスの充実等）  等  
親の就労と子どもの育成の両立を支える支援   

r3■末弟児の保育サービスの利用率 20‘h・→38～44％）   
r学齢期（小1－3年生）の放課後児壬クラブ利用率 柑％・→60％）  
〔出産前l後に希望どおりに継続社業でき．育児休1を取得  

医療・介護  ヰ％弱  

0 4～0．6％程度  少子化対策  
〔篇1子出産前後の継続就業率38％→55％））  

すバての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取紬  r望ましい受診回数（14回）を確保するための妊鵬診の支援の充実）   等  

約31～48兆円   

約19－20兆円  

LO税方式を前提とする場合   

⊆○対会床検方式を前提とする場合   
合計  

ヰ1会保障の  

機能強化に加え   
基礎年金の  
国庫負担割合  
弓上げ分を加味  

（⊃税方式を前提とする場合  

○勾・会俣届方式ぎ前櫻とする場合  

（注1）「社会良障国民会議におりる検討に資するトめに行う公的年金利虎に関する土土的なシミュレーション」、r社会保障国民会議における検討に寅するために行う医療・介護嚢用の   

シ≡ユレーション（B2シナリオ）」事によづく。経済聯丁重モは「ケースロー1（医療の捧びはケース町）」を用いた。  

〔淫2）少子化対簾に係る追加貪用については．「子どもと官練を応接する日本」書点敲上略において示した次世代★成支援の車士会的コストの推】汁を蔓に、現行の関きする制度の公貧■招   

割合を当てはめて宣出したなお√ここには児音手当層の経二女的支援の拡充に事する書用は計上していない〔  
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保育サービスの全体像  
時間軸：（早朝）   

例）9：00から  

り保育  

多様な保育の取組の現状  

《19年度実績》  《事 業 名》  《事 業 内 容》  《地域における箇所数》  

日中就労等している保護者に代わって、保  
育に欠ける乳幼児を保育する施設（原則とし  
て、開所時間11時間、保育時間8時間、開所  
日数約300日）  

保育所数：22，909箇所  

利用児童数：202万人  
（平成20年4月1日現在）   

◆ 川＼学校区当たり1．03か所  認可保育所  

11時間の開所時間を超えて保育を行う  

事業  
15，076箇所  

（平成19年度交付決定べ一ス）  
◆ 認可保育所の65．8％  延長保育事業  

◆ 認可保育所の3．8％  

◆1市区町村当たり0．48か所  
日曜・祝日等の保育を行う事業  
（※年間を通じて開所する保育所が実施）  

875箇所  
（平成19年度交付決定ベース）  

休日保育事業  

◆ 認可保育所の0．32％  

◆1市区町村当たり0．04か所  
22時頃までの夜間保育を行う事業  
（※開所時間は概ね11時間）  

74か所  
（平成20年3月31日現在）  

夜間保育事業  

◆ 認可保育所の4．0％  

◆1市区町村当たり0．51か所  

週2～3日程度又は午前か午後のみ、必  

要に応じて柔軟に保育を行う事業  
927か所  

（H19年度交付決定ベース）  
特定保育事業  

〈ホ児対応型 》膚院・保育所零の付設の専用スペースで、著憤廟  
筆が地域の病児を一時的に預かる事業  

《ホ後児対応型》ホ陳・保育所等の付設の専用スペースで、地域の  
ホ後児を一時的に環かる■葉  

《体調不良児型》保育所において、体調不良となった児童を一時的  
に預かる事業  

◆ 認可保育所利用児童2，714人当たり1か所  
◆1市区町村当たり0．41か所  

745箇所  
（H19年度交付決定ベース）  

病児・病後児  
保 育 事 業  

保育に欠ける乳幼児について、保育士又は  
看護師の資格を有する家庭的保育者の居宅  
等において、保育所と連携しながら、少数の  
主に3歳未満児を保育するもの  

家庭的保育者数：99人   

利用児童数：331人  
（H19年度交付決定ベース）  

家庭的保育  
事  業  

◆1市区町村当たり家庭的保育者0．05人  

注＝市区町村の総数は1，827（平成19年4月1日現在）。小学校区としての国公立小学校歎は22，270（文部科学省「平成20年度学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。  

－330一  
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認可外保育施設数・利用児童数の推移  

可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○弄り用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○ そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

うち自治体単独保育室の推移  認可外保育施設・利用児童数の推移  

童軌（千人）  

188【コその他僻数〕  140  

Ⅷ
Ⅷ
 
冊
 
8
0
0
0
 
㈹
 
 

■手折内保稚設膿   

矧  
120  

188■ベビーホテ側  

80   

80 十手獅内保育掛児   

蝕   

十そ拙児蝕）   

一－ベトホ拙児鍬  平成1時 平成15年 平成1錦 平成17年 平成18年 平成19年  

一施設数  †  児童数  

（資料）保育課瀾べ 丁†  

平頼相1碑平飢年平飢年平餌年柵峰平郎年平成1碑平郎年相18年  

認可外保育施設の規模  

○ 認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○ 認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の構成比  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の分布  

（施設数）   

1200  ‾ ▼’  

■総数  
t事業所内保育施設  

ロベビーホテル  

ロその他の認可外  

0
0
 
 

0
0
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の年齢別入所児童数  

○認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   
が高い。  

平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  
（平成20年4月1日現在  

福祉行政報告例）  
0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  tOOヽ  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位：％、ポイント）  各年10月1日現在  
総 数  事業所内保育施設  ベビーホテル  その他の認可外保育施設  

平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   

総数   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  1（カ．0   

個人   △1．7   18．8      △ 7．5      △ 3．2  
会社   26．1  23．5   2．5  40．2  51．1  △10．9  45．8  37．3   8．5  15．4  13．0   2．4   

任意団体   3．7   5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

その他   13．9  13．1   0．9  34．8  42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4  11．7   臥9   2．8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
丁3  

認可外保育施設の開所時間  

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  ○ 開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や  

ベビーホテルの平日の開所時間  その他認可外保育施設の平日の開所時聞  

丁4  
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人口減少地域に関連する保育制度の概要①  

（小規模保育所（認可保育所））  
○認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが周難であり、20人以上担塩   

育需要が継続することが見込まれ、他こ適切な方法がない場合、以下の要件を満たせば、小規模保育所を設   

置することが可能。認可保育所として地域・定員規模等 に応じた保育所運営費を支弁。  
（1）設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合  

（2）次のいずれかに該当  

① 要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね4害り以上が3歳未満児   

② 過度地域左その区域とする市町村内に散在   

③ 入所児童の概ね8割以上が3歳未満児、1割以上が乳児  
（3）定員20人以上  

（4）施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置  

保育所の定日規模、設置、運常⊥体別施設救   
計  

常   私   構成比  実 数   構成比   
（一も）   （か所）   （％）   （か所）   （％）  

人  
用13）   （5．ご）   （ （5．8）  （：1．コ44）   （5．5I  

、30  569   1．9   64コ   ）．J   1．211   5．3   

（1．コ15）   （10．3）   （81：三）   （7．7l  （二2，057ノ   （9．＝  
31′、▲15  1．190   10．3   871   7．8   ：，064   9．1   

（：．155）   （：18．3）  （2，63三i）   （21．2〉  （4．790）   （21．21  
46－－60  コ．073   18．0   2．676   23．9   t7・19   20．9   

（7．769I   圧拒．1〉  （6．764）   略コ．3）  （14．533）   （64．2 
別、  7．678   66．6   7．01声：   6ニ三．6   14．69¢   64．6   

（11．752l  （l仰．0）  （10．872）  （1〔10．（い   （22．624）   （100．∩）  
計  11、510 ’   100．0   11．21P  10（I．0   2コ，72〔l  100．0   

（5什7）  闇∴弟  10n郁  

什宝福祉施設調度報告！平成18町10F】1‖確汀L  

卜段括弧書きjl．酌午10司1日現／十  

75  

人口減少地域に関連する保育制度の概要②   
（へき地保育所（認可外保育施設））   

○へき地保育敢（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の   
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   
において補助（※20ボインり。  

（1）設置場所が、以下の（D～④にあること   

①へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、   
②一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の4キロメートル以内、   
③ ①・②を受けることとなる地域内   

④ ①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内  

（2）設備・運営が以下の基準に合致すること   

① 平均入所悍章数が10人以上（※10人を下回る場合2年間は経過的に対象）であること   

②既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること   
③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること   

④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること   
⑤ 保育士を2人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）   
⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること  

○ Å所決定は、缶町村長が、保育を要宣る児童のほか」動こ必要があるときはその他の児童につき実施。  

【へき地保育所の定員・入所児数】  

※1箇所当たり平均37人  

公営  
6  

＼、 てま霊㌘ノ 納お、、、忘感よ釦   
平成18年度交付決定数は亘7旦丘L兢  

入所児  
※1箇所当たり平均17人  

0  5000  10000  15000    20000  25000    30000  35000  

【出典：平成18年社会福祉施設等調査】了6   
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過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、  

在所児数規模では、30人以下が多い。  

（か所）  

2，000   

丁，800   

丁，600   

丁，400   

丁，200   

丁，000  

800  

60ロ  

イ00  

200  

0  

30人以下 3†－イ○  〃－50  封－‘○ ‘†－70  〃～∂0  8†～タ0 5け－†00†（け－††○†††－†2〃†2†一作○†5†－200 2（け人〟上  

（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」における認可保育所の定見階級・在所児数階級ごとの保育所数につき、  
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。  

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約3割ある。  

（参考）  

全国の定員  
規模別分布  定員60人以下：35，3％  定員61（ノ90人以下：2了6％  定員91′～120人以下：22％  定員120人超：15％  

へき地保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）   

○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約8割を占める。  

70人以下   †7～20  2丁～30  37～40  47～50  5†－60  6丁人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級・在所児数階級ごとに特別集計したもの  

丁8  
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過疎地域における幼児教育経験者比率  

○小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、1970年頃は過疎地域と   

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がな〈なっている。  

○過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。  

垂   

昭欄‖5年鷹   昭和55年鷹   平成コ年度  平成7年度   平成14年電   平成18年正  
言分  

■■  全国  過i■  全国  且♯  全国  ■■  全【ヨ  ■■  全国  ■繍  仝【コ   

幼児教 路魚者比率  57．4  丁6．1  87．6  91，2  95＿0  95．6  9S．5  ●  98．3  ∈略．7  9丁．1  96．5  

幼】tl■丘魔界   18．3  5こi．8  35．4  6l．4  34．g  6l．0  34．2  ¢ヱ．8  ユ4．g  59．9  36．l  5丁．7  

臨書所在■舐  39．1  ココ．4  52．2  2ti＿只  闘．l  ユl．5  Gl＿a  ユ2．2  63．4  3f；＿8   6l＿0  38．8   

（編考）1全国は文部科学牒「学校基本欄査J及び丁社会福祉施設等調書」による白  

2i軌礪地層は総務省椚べ。  

※備考  

＜幼児教育経験者比率＞  

①仝同は、各年度の文部科学省悍校基本調軋（数値は各年度5月1H）及び前年度の惇彗三方働省「社会福祉施設調倭」による。  
②過疎地域は総務省調べ。  
③それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。  

幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率  

二ニセ軸脚亘l■ぎ舐  

小学校第1学年児蔓数  
幼稚園就園率 ＝  

保育所在籍率 ＝ 
前年度保 

． 

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典二総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】了9  

放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  

○平成20年では、クラブ数は17，583か所、登録児童数は79万4，922人となっており、平成10年と比較する   

と、クラブ数は約8，000か所、児童数は約45万人の増となっている。また、クラブを利用できなかった児童数  

（待機児童数）は対前年933人減の1万3，096人となった。  

（か所）  

24，000   

22，000   

20，000   

18，000   

16，000   

14，000   

12，000   

10，000   

8，000   

6，000   

4，000  

10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度 20年度  

※各年5月1日現在（育成環境課調）  
20  

－335－   



クラブの実施状況①  放課後児童   

（1）放課後児童クラブに係る小学校区別実施状況  

31．5％の小学校区において放課後児童クラブが未実施となっている。  

小学校で実施   小学校外で実施   未実施   

小学校区数   7，766小学校区  7，227小学校区  6，881小学校区   

（割合）   （35．5％）   （33．0％）   （31．5％）   

（2）放課後児童クラブを実施していない理由  

放課後児童クラブを実施していない小学校区における未実施の理由については、「ニーズが無し、」が37％、「実施場  
所の確保が困難」が36％、「指導員等の人材確保が困難」が33％となっている  

1．二「ズがない  

2．実施場所の確保が困難  

3．指導員等の人材確保が困難  

4．予井の確保が困難  

5．次年度以降の実施に向け検討中  

6．補助金の受給の要件が高い  

7．地域・家庭で子どもを見守る・預かる施策が他にある   

8．両事業の調整・理解に時Ⅶが必要  

9．地域の理解を得られていない  

10．その他  

30％（372件）  

201（246件）  

15、（190件）  

131（168件）  

18％（2。。件，  

0  100  200  300  400  500  600  

※放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年6月23日文部科学省■厚生労働乱調査基準日平成19年12月1日）  2†  

後 児童クラブの実施状況②  放課   

－336－   
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

23  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

24  
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1【ヨl肝  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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平成20年5月1日現在（育成環境課調）  ※平成19年5月1日現在（全国学童保育連絡協議会調）  

27  

放課後児童  クラブの実施状況（∋   

放課後児童クラブに係る利用者負担については、2，000円～10，000円の間で設定されている割合が高い。  

割 合   

利用料なし   9．4％   

2，000円未満   8．0％   

2，000～4，000円未満   19．8％   

4，000～6，000円未満   20．1％   

6，000～8，000円未満   15．4％   

8，000～10，000円未満   6．9％   

10，000～12，000円未満   7．8％   

12，000～14，000円未満   3．6％   

14，000～16，000円未満   2．9％   

16，000円以上   3．1％   

2003年調査   2007年調査   

円未満   49．1％   41．8％   

円未満   40．3％   46．4％   

円未満   9．4％   10．1％  

1．1％   1．7％  

円以上   0．1％   0％   

＜平成15年及び平成19年（全国学童保育連絡協議会調べ）＞  

＜平成13年地域児童福祉事業等調査（厚生労働省）＞   

28   
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放課後児童クラブの実施状  
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北青岩宮秋山 福茨栃群 埼千束神 新富石福 山長岐静・愛 三滋京 大兵奈和 鳥  
海森手城田形 島城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取  
道県県県県県県県県県県県都川 県県県県県県県県県県県府府県県山 県  

（注）1．小学校故については、平成20年5月1鵡在の公立小学校数［分校、暦学級の学校を含む］（文書鮎学省「学校基本調査速報」）。   
2．放課後児童クラブ実施か所故については、平成20年5月1日現在のか所数（厚生労働省育成環境課調）。   
3．一つの小学校区で放課後児童クラブを複数か所実施することにより、数値が100％を超える場合がある。  

小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合（都道府県別）  
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城
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石
手
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主
【
森
県
 
 
 

北
一
海
道
 
 

神  
女  
川  
県  

児童数については、平成20年5月1日現在の人数（文部科学省「学校基本調査速報」）。  
放課後児童クラブ登録児童数については、平成20年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）。  
割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  
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子育ての孤立感  

0子育てに関する孤立感を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。  
○ 孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、r話せる相手」  
「相談できる相手J、「パートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。  

l嬢うほI也劇川闊ナ引こは  

〉  リ  

ぎt‘J■能才■才 て与こサー♯てこ巧桝て・、¢ィご  

註 イ．、・さ．一針∴相打－1L：こ  

り折∴、＝1．・÷－ノ ノJ・±りい．・  

予章二こ▼、・二相承：きて喝†1し木Jf  

。てこ百∴‾卜L髄間享ノ 

封乳一I勘′ミニ・．‾‾二J。j  

い－1ヰ育て露7r∴t才⊥  

」ィ・む射障・与▲†ェナ ㌻航し：」∴h∴  

・＝い’－÷ヮ．’ノニ∴二 ‾ こ′され：  

テLノ！塵Jt－▲′、；一′J嶺匝こ・増′：二’ご・   

fし′いし こし†・妻J∴ん、慶．了▲事て二1‾／上れ；f  

】二ナ更．J■lrf斉二一、・‡こ＝→lざ  

テ竃‾ ㌣りパい＝牒帆 ‾†ナIlヂ  

【うナ’〃二！l■．∵「ペ 一里け  

1一丁．    トIlF  

l、曹′∴し賢し†′二l▼1■∴ fレ′鞠t   

い∵∴∴†ムカ方か・て ミニL－ここウ1小lご  

こ育：Jて＝サf十†‘吐粗㌢、・し′．二籠．’り事   

・ユ7】しき1「：Jf†与付け旬再＝  

こ音－．●・一戸ザ子ノい日報与、・l′く親∴†t事   

∵lミ・・‡・．■きナ差引減：粛たノ∴■〃：J  

ご一他  

たこ癒 岬抱丈■∴  

触慧 棚＆鯛頗l   

：l  ト、  ：l＼  、Il  1冊  

・硝絹二射二さ二l】   

：J軋－～ J二項  

ご翠こ離さ 1＝り】  

．、芹   ・・二l  

□▼・さ・さ方ミ  日1三．・粛モ   ローレ【′－‾皇  

（資料）平成18年康子育てに関する意識調査報告暮  
3ナ  

子育ての負担感   

し子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。  

と、「自由な時間が持てないJ「身体の疲れ」「気が休まらないJが上位を占める。  

第1－2－35国 子育ての負担如状況  

女性の子育ての負担感   

0％  20％  40％  60％  80％ 100％  
兼■で蓋しむ  
嘲剛悔い  

チ■てで   
由一貯かさ¢  

8貯■せ1れ、ので  
i鮒‡ら机、  

手書てによる  
貞≠噸ゎが多い  

自分の自由な   
疇摘て机、  

片親のみ就労等  

（資料）（財にども未来財団「平成12年度子育てに関する  

意識調査事業調香報告書」（平成13年3月）  
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貴隠：那二男雷省一顎2国別陛拙出‡閣肝鼻丘」i抑Z（軍盛Il）年ま）  
拝：l．巧は、ダ■搬哨鑑、専業胴替を虹重平均Lたものである上  
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児童が育 
就学前つ場所  

○就学前児童が日中育てられている場所を年齢別に見ると、以下のとおり。  

■■葉所内保育施設  

■保育ママ  

ロ幼稚内  

田家庭等  

ロベビーホテル  

■紘可外保育施設  
（その他）   

ロ保育所  

0歳児  1歳児  2歳児  3歳児  4歳以上児  
出典）就学前児暮数：平成19年人口推計年報【総残雀統計局（平成19年10月1日現在）】                               ■  

幼稚園就薗児量数：学校基本調i（速報）【文部科学省（平成孤年5月1日現在）】  
保育所利用児童数：福祉行政報告例（概数）【厚生労働省（平成20年4月1日現在）】  
誌可外保育施設、ベビーホテル・厚生労働省保育譲調べ  
保育ママ、事♯所内保育施設：厚生労働省保育誅調べの年齢計の入所児暮赦を按分した数値  
家庭等：就学前児暮教と各施設入所児暮数総計との差  

33   

他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  

介護保険制度   障害者自立支援法   次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須塞羞   1．必須事姜   

（》介護予防事業   
（※必須去姜はなく＿すべて任意 

①相談支援事業  
。）  

②包括的支援事業（介護予防ケアマネジ  （ヨコミュニケーション支援事業  ・乳児全戸家庭訪問事業  
メント事業、総合相談支援業務、権利擁護  
業務、包括的・継続的ケアマネジメント業  ④移動支援事業   

・養育支援家庭訪問事業  

務）   
・ファミリー・サポート・センター事業  

2．任意壬姜   
⑤地域活動支援センター機能強化事業  ・子育て短期支援事業（ショートステイ・  

①介護給付費等費用適正化事業   トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業  
（aその他の妻妾（※各自治仕の貪‖貴   

業などのメニュー事業のほ        ・延長保育促進事業  等  
創意工手による書姜婁施  ・その仙壬姜（※各自治体の創意  

エ美による妻妾要楠が盲一能）  
エー妄による主姜妾施が1訂能（）  

（財政支援・財源構成）  
（財政支援・財源構成）   

（財政支援・財源構成）  

地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  
地域支援事業の実施に必要な着用につい   

て．上限総（※）の範顎内において．以下の  
定した毎年度の手業計画に対し ＝丘  

の宣密集準に基づいた顔を匡Ⅰが補助  
財源構成により．関係者が負担。  

具休的には、主姜宴繕と人口に  するもの。  
※当該市町村の介護給付費の3％以内   により、各年度の国産予豊鮨を酉己令  具体的には、塞董卓と児童人口等に  

＝柵＝コ  厨獅  より．各生産の国産予算緬を配偶。  

（国：り2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  

組みではない。  

※なお、市町村による事業のほか、  

都道府県によ事業（喜門性の高い  1妄＼ 、＝二；lt㍗＝ i、倉71■I戴こL      ー】、－：‘：墜〔、／ i、市町村 卿、、＼〒冨■ ≡二男  
【引用簡戚】     【M諸事戚】  

※「1号」…65■以上の保険料  事業や研修毒し。  
※「2号J…40－64■の保険料  
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各種子育て支援事業の取組の現状  
《事 業 内 容》  《19年度実績》  《地域における箇所数》  

乳児家庭全戸 訪 問 事 業l  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援  
に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  

全市区町村の  
58．2％  1，063市区町村 （平成19年度交付決定へ●一入）   訪

 
問
 
支
 
援
 
 

票悪童望l  
養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

全市区町村の  
42．9％  784市区町村 （平成19年度交付決定へ●－ス）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

1小学校区当たり   
0．20か所  4，409か所 （平成19年度交付決定へ●一入）   

児童に対する遊びを通じた集団的個別的指導、放課後児童の育  
成・指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相談等。  

4，718か所  
（公営3，125か所、   

民営1．593か所）  

（平成18年10月現在）  

1小学校区当たり   

0．21か所  
児 童 館 事 業  

一 時 預 か り  
（一時保育）事業  

保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

1小学校区当たり   

0．32か所  7，214か所 （平成19年度交付決定へ●－ス）  

短期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  
養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うこと  
ができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

1市区町村当たり   
0．32か所  584か所 （平成19年産交付決定へ●－ス）  

か
 
 
り
 
 

育
 
て
 
短
 
 

援
 
事
 
 

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など  
保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜Ⅶ暮雄琴  
（トワイライトステイ）  

事  業  

1市区町村当たり   
0．16か所  

301か所  
（平成19年度交付決定へ■－ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  
援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  

る連絡・調整を実施するもの。  

1市区町村当たリ   
0．30か所  540か所 （平成19年産交付決定へ●－ス）  

注市区町村の総掛れ827（平成19年4月1日現在）0小学校区としての国公立小学校数は2Z270（文部科学省「平成20年産学校基本調査（速軌」（平成20年5月1日現在）。  

各自治体における多様な取組み（事例）①  
○各自治体においては、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）や児童育成事業費によるメニュー事業の   

ほか、多種多様な取絹がなされている。  

■■名   ■■  
■納  

地ヰ在宅手書て  ■E  織t疇からのーかかl   

支撞餉鷹「みなと  児体♯への●加、1   

つ子」  ■■の行●への●1  

お便り邁付などがあ1   

マイ侵書■量♯  石lり■  I王書中から出虔欄沌   

●t   内ホ■「  ！で★兜教主や★児桶  

鞘  qlこなっており、「マ■  
を書Ilで3囲受ける．   

マイ良■t■みんな  石川■  千一亡コーディネーー   

で子■て応攫事  るLこれは、介■償欄   

■  的・l十■的な傑▼サー  

t．の発達き文雄する1   

濃」ほ巨」疇層1  竃E  保線書の■■、人陰   

●賽  の自宅に鍵■書をj  

■、♯圭児保★もあt   

蕪1璧侵書サー  七■市  市に傑書ママとして】   

ビス  かる■■型侵書サー  

生児の世鰭（豊後・雪  

■にある手どもの－  

侵■肴が■九の■1  

r訪問璧一鴫倭書サ  

■ママの自宅もしくは   

●暮名   tl■  ●義■H■   

■榊  

協定書血による  ■■区  （い■気や出慮のため入院∴2）t書の■気の介轟．（3JE■井   

手どもショートステ  鎮∴4）●故や災書．（5）そのほか．雷鳥で暮★できない■憎がで   

イ事霊  きた■合、○▲から小雪駿¢年生事での子どもをショートステイ協  

カモ戚で積かるこl日二岨円、■免あしハ1   

すみすみ子■て  積算■  HPO法人やシル′ト人材センターなどが行う、一疇預かりや蒙事   

サポート■霊  支壇事の利用料を助成ぺ ■掌利用胴1珊3ち0円）   

子■て応甘♯  彰一E  紋筆劇の子どものいる毛虫に、－♯憬書や■手コンサートなど、  

絶■の子★て支櫨サービスに利用できる書を配付．   

子■てファミリー  

世◆居住支櫨   
大1良市  

†l   

手書て世鞭に■し  暮●●  子書てせ■に■した往事いの1書的な考え方を■丘・■義書にガ   

た住宅・任■壌ガ  イドラインとして提示－   

イドライン  

子書て王壇マンシ  暮田g  区抑こ供輪される、ソフトハーードの雨露で子｛てにだ■されたマ   

ヨン匪定一l虎  ンションを授定・重機することにより．子■てしやすい居住覆壇を  

暮■e   

轟齢書せ鞭と子  ■薦ホ  暮♯讐住み■え椙鰊、手書てせ需への振子支壇、▲ホ青内け書   

1て愴■の住書  良1貸住宅の供給を一体的に賽■，   

えモデル事■  

■讐であえ－る  t暮■  1土佐宅について、子雷て支櫨仕ヰの住空■、手書て支櫨サー  

ビスを一体的に暮●u子どもの年齢に1づく1≠付き入唐を■  

人．   

りつけ倭■l■】■鷹．  ー疇優■体■、各疇欄  

●d■、欒暮士、キー士による十鸞椙緋、  

、「キ★●であそばう」への●加、鴨月の  

の■児不安を＃■するために．●近な良書断  

相鰊を隻けることができる■鷹．キ轟断は量♯  

イ侵書■利用券1を優って平日午前半日健一  

ことができる、  

ターを巴■しノ千■て支柵フラン」を作成す  

験のケアプランの書兜■のようなもので、暮鑓  

－ビスの鞘用を優し、書焚不安を蠣漬し、手ど  

事により、一疇付こ最■が必霊となる子ども  

1Lて饅■を行う，一書良書の亀、■換児提  

暮隷されていも子青て織■書が．子どもを磯  

－ビス」‖慮緩の母■の●の閂りのせ繭や暮  

安心ヘルパー鳶轟サービス  、一：2〉■先の回1  

■積かり（■後景暮在宅爆■サービス）∴3）  

や丑蠍轟隻の■などの子どもの－■≠かり  

ービス）が書手れも．良書の★▲■餅は、良  

子ともの自宅」  
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
事暮名   t■  ●義■暮   

自治体  

一千ども■例」l，走に｛け  霊8ホ   干どもの★輌を俣■し、社食全体で千どもの▼ちを支え合う   

た子どもの●■  蝿■社食を真書することを目的に■鼠J胸■穫で、公募  

手ども畢■．嶋義子ども食■（28中事鞍区’・、3国のバブリツ  

クコメントなどを★k仁   

子ども轟食の肘■による  1■■   子どもの兼業づくり書■象（手どもの兼業づくりのための少   

知事への提嘉  千化対t檜1t■に暮づく毅t）の子ども≠曇で≠走のテ  

ーマをもとに牡封し、知事に提薫く   

子どもを■祷から守る集  三暮■ ■  ■偶に暮づき、子▼て支汝指針、早期tl対応揮針、保■   

鋏  支壇欄傭湾■定し、棄然防止・■1彙1・阿t・羊♯義の支  

1を観るb   

みえ次世代t成鳥4ネッ  三暮■   三暮■の企■と絶壌の団体が1襖Lて．千★てに優しい地   

トワーク  ■社さづくりにわり■む絶叫譜暮聖子書て応檀ネットワ岬  

ク。マッチンケ■t、企■の支攫などを★1。   

子■てネットの■暮・マッ  三■簡 愴  儀々な子■て≠tや子★て相■を行うサイトの■曽や、軋   

プづくリ  幼児のいも手書て書■を対■にした市内事ちあるきマップの  

作成を企■やNPOと協■して彙■．   

手書て総合支檀センター  t■■   市町村■NPO・手書てサークル■の手書てれ係繊●の取ヰ   

事暮  を＃合的にコーディネートすることや、人材t成、子▼て支  

書慎tの■甘・集償など、千書て支離藩血書支援。   

手書て書血生持事暮  子★て♯虹にカードをE布し、■内の協t店■姑放で｛晶  

の■引や優待サービスなど嫌々な特集が隻lナられる。   

チャイルドライン  18tまでの千どもがかけるt賭として、千どもの■に耳圭■  

ける嶋の■成など、子どもの■全な成員のための徹さ▲暮  

づくりの取組。   

父tの手▼て●加促■  ■壬■ ●  ●き方の1暮しとともに、地域や■■において父tの暮▲   

事■  ■成や父■■士の檜蘭づくりを1め、子■て●加のt■を  

嘉める。   

出会いの■づくり・■繍  イベント事の■■による縮■を望む男女の出会いの義食捜   

応繍■儀  供や■●細払の≠▲によるお相手紹介．   

●鼻毛   t■  事暮暮事   
■鶉書  

桔■■■さ暮  蛙暮■▲鯵竃■鯵t用を自治体で1繹。   

暮用助成■よ  

出▲費用助成  分娩や入欄にかかる出■■用のうち、出▲書寛一●生■を暮し  

引いた壷■の助成書。   

れ幼児匹●徽  乳幼兜にかかるg▲徽の助成。   

助成  

儀科糠鯵  軋幼兜■■とあわせて、■軸★鯵の賽▲。   

■t●■  羽▲ホ  

繍鍵川叶  

鴨   

プレーパーク■  ・j：ニ ●■  住民との協■により、フレーIノーターや嶋ヰボランティ丁のもと、子   

どもたちの好奇心を大切に、自由にやりたいことができも壬び■づ  

くりを真先‘   

おもちや凪暮書  ■讐のある子どもたちにおもちやを用tし、気に入ったおもちやを  

壬んで1ふ■さをヰ供し、書でも遍べるよう1し出Lを行う．雷膿  

にも岬M作りや憎t交換の■となっている。   

子▼て相♯壬  濃妻ホ  ■児相旗の総合モロを■験し，暮色に霊威した一子▼てケアマネ  

ージャー」が子★ての魁み全般に対し、■切な文雄サービスを稟  

内レ  
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社会保障審議会少子化対策特別部会における検討の状況について  

O 「ロコ子どもと家族を応援する日本』重点戦略」を受け、平成20   

年3月より、社会保障審議会少子化対策特別部会において、次世   
代育成支援に関する給付・サービスを体系的・普遍的に提供し、   

必要な費用を社会全体で負担していく「新たな制度体系」の検討   

を進めており、同年の秋以降は、より具体的な議論をしてきてい   

ただいています。  

○ 少子化対策特別部会の会議資料等は  

「厚生労働省ホームページ」http：／／www．mhlw．go．jp／  

J  

お知らせ「審議会・研究会等」  

1  

社会保障審議会  

J  

少子化対策特別部会  

に随時、掲載しておりますので、御参照ください。  

（照会先）  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

少子化対策企画室  

電話 03－5253－1111  
（内線7944）  
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Ⅸ．その他  
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保国発第1226001号  

雇児総発第1226001号  

平成20年12月26日  

都道府県民生主管部（局）長 殿  

都 道 府 県  

指 定 都 市  児童福祉主管部（局）長  殿  

児童相談所設置市  

各  

厚生労働省保険局国民健康保険課長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長  

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に係る留意点等について   

国民健康保険法の一部を改正する法律（平成20年法律第97号。以下「改正法」とい  

う。）の改iEの趣旨及び内容については、「国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に  

ついて」（平成20年12月26日付け保発第1226001号）において、別添のとおり通知し  

たとおりであるが、その運用に当たっての留意点等は下記のとおりであるので、その旨御  

√知の上、貴管内市町村並びに関係機関及び関係国体等に周知を図り、運用に当たっては  

十分留意の上、遺憾なきを期されたい。   

なお、本通知については、文部科学省大臣官房総務課に対し幼稚園、小学校及び中学校  

等の教育機関に対し周知を依頼していることを申し添える。  

1改正法の施行に当たっての留意点  

（1）改正法の施行前の準備  

改正法においては、施行の日において改正法による改正前の国民健康保険法（昭  

和33年法律第192号）の規定により被保険者資格証明書（以下「資格証明書」  

という。）の交付を受けている世借主の世‡引こ属する15歳に達する日以後最初の  

3月31日までの間にある被保険者（同法第9条第3項に規定する原爆一般疾病  

医療費の支給等を受けることができる者を除く。（2）及び（3）において同じ。）  

34！）－   



があるときは、改正法の施行後速やかに、世借主に対し、当該被保険者に係る有  

効期間を6か月とする被保険者証を交付することとされているところであり、改  

正法施行後速やかに当該被保険者に被保険者証を交付できるよう、対象者の抽出  

や有効期間を6か月とする被保険者証の印刷など必要な準備に努めること。  

（2）中学生以下の子どもへの短期被保険者証の発行  

世括主が国民健康保険法第9条第5項の規定により被保険者証を返還し、資格証   

明書を発行する際に、その世帯に属する15歳に達する日以後最初の3月31日ま   

での間にある被保険者があるときは、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間   

を6か月とする被保険者証を交付すること。  

有効期間を経過した際に、その世帯に属する他の被保険者に引き続き資格証明書   

が交付されており、その者が15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあ   

る被保険者であるときは、有効期間を6か月とする被保険者証を継続して発行する   

こと。新たに発行された被保険者証の有効期間を経過した際も同様の取扱いとする   

こと。  

また、有効期間を6か月とする被保険者証を継続して発行する際には、滞納世帯   

との接触の機会の確保に努めること。その際、・世帯主が当該被保険者証を受け取り   

に来ないなど接触がとれない場合は、時間外や休日等も含め電話連絡を試みるとと   

もに、必要に応じて、家庭訪問を実施するなど、各保険者の実情に応じて、速やか   

に被保険者証を交付できるよう、きめ細かな対応に努めること。  

なお、有効期間を6か月とする被保険者証の発行をもって滞納世帯への接触を断   

つことなく、引き続き接触の機会の確保に努めるとともに、保険料を納めることが   

できない特別な事情がある場合は、保険料の減免等を行うとともに、被保険者証を   

交付する一方、保険料を納めることが出来ない特別な事情がない場合は滞納処分も   
含めた適切な収納に努めること。  

（3）関係機関からの問い合わせへの対応  

（l）及び（2）の取扱いについて、地域の保険医療機関や中学生以下の子ども   

に関する関係機関（保育所等の児童福祉施設や幼稚園、小学校、中学校等の教育機   

関等）からの問い合わせ等があった際には、丁寧な説明に努めるなど適切に対応す   

ること。  

（4）その他  

改正法において、世帯主が国民健康保険法第9条第5項の規定により被保険者   

証を返遷した際に、資格証明書を交付せず有効期間を6か月とする被保険者証を   

交付することとされたのは、15歳に達する日以後最初の3月31日までの間に   

ある被保険者であり、当該被保険者がいない世手削こついては、従前どおり当該世   

鼎1こ属する被保険者全員に係る被保険者証又は資格証明書を交付することとなる   

が、その際は、機械的・一律に運用することなく、事業の休廃止や病気など当該   

世帯に保険料を納付することができない特別の事情があるか否かを適切に把握し   

判断した上で交付を行うこと。  
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2 「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点につい て」の改正について   

改正法の施行に伴い、「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」（平   

成20年10月30日付け保国発第1030001号厚生労働省保険局国民倖康保険課長通   

知・雇児総発第1030001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を次のよ   

うに改正し、平成21年4月1日から適用する。  

被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について   

国民健康保険における被保険者資格証明書（以下「資格証明書」という。）の運用  

については、下記のとおり、その留意点をまとめたので、その内容を御了知いただく  

とともに．、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。   

なお、本通知については、社会・援護局保護課と調整済みであることを申し添える。  

記  

1 資格証明書の運用についての基本的考え方   

資格証明書については、事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができ   

ない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方につ   

いて、納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、機械的な運用を   

行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。   

一方．、国民健康保険においては収納率の向上はその保険運営上極めて重要であり、  

悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に   

努めること。  

2 資格証明書の交付に際しての留意点   

資格証明書の交付については、1のとおり、機械的な運用を行うことなく、特別   

の事情の有無の把握を適切に行った上で行うことが必要であるが、その際は、以下   

の事項に留意して取り扱うこと。  

（1）事前通知及び特別事情の把握の徹底  

資格証明吾が交付されることについて、滞納者が理解することなく行うことが   

ないよう、可能な限り文書だけでなく、電話督促や戸別訪問等の方法により滞納   

者との接触を図り、その実態把握に努めるとともに、滞納者に対し滞納が継続す   

れば資格証明書の交付を行うこととなる旨の周知を図ること。  

その際には、納付相談の奨励に加え、保険料の減免制度及び生活保護や多重債   

務問題等の庁内相談窓口の周知も併せて行い、滞納者が相談を行いやすい環境を   

整えることや、相談機会の確保に努めること。また、他部門に相談のあった滞納   

者の事例について、情報共有ができるよう、庁内の連絡体制の整備に努めること。  
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また、資格証明書の発行に際しては、市町村の実情に応じ、別添の他市町村の   

取扱いも参考に、より公正な判断が行われるよう努めること。   

（2ト短期被保険者証の活用  

滞納世帯に対しては、短期被保険者証を経ずに資格証明書を交付するのではな   

く、資格証明書の交付までには、可能な限り短期被保険者証を活用することによ   

り、滞納者との接触の機会の確保に努めること。   

（3）中学生以下の子どもへの短期被保険者証の発行  

世帯主が国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第9条第5項の規定に   

より被保険者証を返還し、資格証明書を発行する際に、その世掛こ属する15歳   

に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者（同条第3頓に規定す   

る原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。以下同じ。）が   

あるときは、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6か月とする被保険   

者証を交付すること。  

有効期間を経過した際に、その世帯に属する他の被保険者に引き続き資格証明   

春が交付されており、その昔が15歳に達する目以後最初の3月31日までの間   

にある被保険者であるときは、有効期間を6か月とする被保険者証を継続して発   

行すること。新たに発行された被保険者証の有効期間を経過した際も同様の取扱   

いとすること。  

また、有効期間を6か月とする被保険者証を継続して発行する際にも、滞納世   

帯との接触の機会の確保に努めること。その際、世借主が当該被保険者証を受け   

取りに来ないなど接触がとれない場合は、そのような状況を放置することは望ま   

しくないものであることから、時間外や休日等も含め電話連絡を試みるとともに、   

必要に応じて、家庭訪問を実施するなど、各保険者の実情に応じて、速やかに被   

保険者証を交付できるよう、きめ細かな対応に努めること。  

なお、有効期間を6か月とする被保険者証の発行をもって滞納世帯への接触を   

断つことなく、引き続き接触の機会の確保に努める＿とともに、保険料を納めるこ   

とが出来ない特別な事情がある場合は、保険料の減免等を行うとともに、被保険   

者証を交付する一方、保険料を納めることが出来ない特別な事情がない場合は滞   

納処分も含めた適切な収納に努めること。  

（4）養育環境に問題のある世帯に対する対応  

子どものいる滞納世帯に対しては、（1）及び（3）のとおり、家庭訪問等に   

より実情把握に努めることとするが、その際、市町村の児童福祉担当部局の助言   

を待つつ、家庭内が著しく乱れている等の実態がみられるなど養育環境に問題の   

ある世帯を把握した場合には、市町村の児童福祉担当部局や児童相談所と密接な   

連携を図ること。  
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（別添、）  

保発第122●6001号  

平成20年12月26日  

都道府＝県知事 殿  

厚生労働省保険局長  

国民健康保険法の一部を改正する法律の施行について   

国民健康保険法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）が、衆議院厚生労働  

委員長から議員提案され、平成20年法律第97号として公布され、平成21年4月1日  

より施行することとされたところである。   

改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の保  

険者等に周知を図り、運用に当たっては十分留意の上、遺憾なきを期されたい。  

記  

第一 改正法の趣旨   

子どもの心身ともに健やかな育成に資するため、被保険者資格証明菩に関し、15歳  

に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に対する取扱いを見直すも  

のであること。  

第二 改正法の内容   

世帯主が国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第9条第5項の規定により被  

保険者証を返還した際に、その世僻に属する15歳に達する日以後最初の3月31日ま  

での間にある被保険者（同条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けるこ  

とができる者を除く。第三の（2）において同じ。）があるときは、世帯主に対し、そ  

の者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付すること。（国民健康保険法第9  

条関係）  

第三 施行期日等  

（l） 施行期日  

改正法は、平成21年4月1日から施行する。（改正法附則第l項関係）  
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（2）改正法の施行の日において、改正法による改正前の国民健康保険法の規定によ   
り被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世掛こ属する15歳に達する日   

以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、改正法の施行後速や   

かに、世借主に対し、当該被保険者に係る有効期限を6か月とする被保険者証を交   

付すること。（改正法附則第2項関係）   

（3） 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料について、減免制度の十分な周知   
を図ること等を通じて滞納を防止するとともに、特別の理由があると認められない   

にもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な   

措置を講じなければならないこと。（改正法附則第4項関係）  
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